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３-７ 給食費以外の学校徴収金（教材費、積立金、学級費、ＰＴＡ会費）について 

 【申し込みの流れ】 

 上のお子さんと同じ口座を利用する場合 大柏小に兄弟姉妹が在籍しない場合 

提出書類 学校徴収金の集金方法と手続きについて 自動払込利用申込書 

提出〆切 令和５年２月２４日（金） 令和５年２月２４日（金） 

提出先 大柏小学校 兄弟・姉妹の担任又は事務室 郵便局 

                ※ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合は、口座開設が必要になります。 

【学校徴収金の内訳】 

「教材費」･･･児童の皆さんが個人ごとに使用する教材や材料などの費用で主なものに、ワークテスト、

ドリル、工作用品、実験セットなどがあります。また、教材費として、遠足や社会科見

学の費用も徴収しています。 

 

 

 

 

「積立金」･･･４～６年生は積立金も集金しています。自然教室（５年）、修学旅行（６年）の経費に

使用します。また、６年生は卒業アルバム等の卒業準備にも使います。 

 

 

 

 

 

「学級費」  ･･･学級で皆で使用する画用紙や作文用紙、マジックなどに使用します。 

「PTA会費」･･･在籍する児童一人につき毎月 300円を徴収しています。 

※大柏小に兄弟姉妹が在籍している場合、一家庭で 300円の徴収をお願いしています。 

【令和 5 年度予定】 年間の合計金額の目安です。その他に日本スポーツ振興センター掛け金を徴収します。 

学年 PTA会費 学級費 教材費※ 積立金 引落手数料 合計 

１ 3600 1100 2万円程度  10円／回 約 25,000 円 

２ 3600 1100 2万円程度  10円／回 約 25,000 円 

３ 3600 1100 2万円程度  10円／回 約 25,000 円 

４ 3600 1100 2万円程度 33000 10円／回 約 58,000 円 

５ 3600 1100 2万円程度 33000 10円／回 約 58,000 円 

６ 3600 1100 2万円程度 33000 10円／回 約 58,000 円 

※令和４年度は、5,6,7,9,10,11,12,1,2 月の計９回集金しましたが、令和５年度は５～６回に分けて 

集める予定です。詳しくは４月配付予定の手紙をご覧ください。 


